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○ 健康経営推進担当者（課長・所属長等の管理職）を置き、健康経営を推進する。
○ 事務局は総務課（総務部長管轄）が担当。
○ 施設サービス事業部長管轄の医師、看護師、PT、OTなどに随時協力を求める。

衛生委員会（産業医参加）

※破線内は健康経営推進体制本部
（執行責任者会議内にて協議）
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互助会

メンタル
ヘルス推進室
（外部委託）


